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第第４章章 重点区域の位置及び区域 

 

１．重点区域の考え方 
 

本市は、都の近郊に位置する交通の要衝、平安時代の別業都市、中世の合戦の地、天下

一の茶どころ、更には数々の名所・旧跡を含んだ観光地として、多くの人が訪れる全国的

な知名度を有する都市である。このため本市には、自然風土と深みのある歴史的重層性か

ら生み出される建造物や街区を核として、宇治川周辺での遊覧や社寺参詣、茶業や祭礼行

事といった伝統的な諸活動が継承されるとともに、良好な市街地環境が形成されている。

これら維持向上すべき歴史的風致のうち、茶どころ宇治の歴史的風致は市内各地に分布し

ているが、茶業を含めた全ての維持向上すべき歴史的風致は、宇治橋を中心とした地域に

重複している。 

宇治橋周辺は、平安貴族の別業地として都市的な発展を遂げた場所であり、中世以降は

伝統的な茶業の中核をなし、古代と中世が融合する都市構造が継承されている。また世界

遺産である平等院や宇治上神社以外にも極めて価値の高い文化財が数多く所在するととも

に、古代あるいは中世に起源をもつ祭礼行事が行われており、宇治橋周辺には良好な歴史

的風致が継承されている。 

この宇治橋周辺と隣接し、歴史的関わりも深い白川地区は、現在の宇治茶の生産を支え

る地区であるとともに、白川地区の産土神として崇敬される白山神社には、伝統的な祭礼

行事が地域住民たちによって受け継がれている。 

しかし、これらの歴史的風致においては、歴史的重層性のある市街地の景観保全、伝統

的な茶栽培や製茶技術の継承者の減少、祭礼行事に対する住民意識の希薄化、更には観光

シーズン中の交通問題など、近年の社会状況の変化の中で、維持向上には様々な課題がみ

られる。 

このため本計画において、国指定文化財を始め文化財が集積し、かつ本市の歴史的風致

が重なる地域で、各種施策を重点的かつ一体的に推進する必要性の高い区域を、重点区域

として設定する。 

なお重点区域は、本計画を推進する中で歴史的風致の維持向上に効果的に寄与する更な

る範囲が生じた場合などに随時見直すものとする。特に茶文化として関わりが大きい黄檗

地区は、景観計画重点区域の変更と、重要文化的景観の拡大も検討しており、これらの進

捗と合わせて本計画の重点区域の拡大を検討する。 
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図４-１ 宇治市の維持向上すべき歴史的風致の分布状況 

宇治山（名） 

二子塚古墳（史） 

松殿山荘（重文） 



第４章 重点区域の位置及び区域 

 
 

第 4 章-3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宇治山（名） 

二子山古墳（史） 



宇治市歴史的風致維持向上計画 

第 4 章-4 
 

 

２．重点区域の位置及び区域 
 

（１）重点区域の位置 
重点区域は、宇治橋周辺と白川地区を含んだ範囲を基本とする。宇治橋周辺地区は、近

世から賑わう観光地であり、また茶業や祭礼行事といった伝統的な諸活動が行われている。

またこの宇治橋周辺と歴史的関わりが深く、宇治茶の生産を支えるのが白川地区である。 

本計画に定める重点区域の名称及び位置は、以下のとおりである。 

 

名 称： 宇治・白川歴史的風致重点区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図４-２ 重点区域の位置 
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（２）重点区域の区域 
宇治・白川歴史的風致重点区域は、以下の要素を含む範囲とする。 

 

① 遊覧と参詣 宇治川河畔の歴史的風致 
・平等院（国宝平等院鳳凰堂や史跡・名勝平等院庭園など数多くの文化財を有する） 

・三室戸寺（境内に重要文化財十八神社を有する） 

・近世の主要交通路 

・平安時代からの遊覧と参詣の場である宇治川河畔 

② 茶どころ宇治の歴史的風致 
・史跡宇治川太閤堤跡 

・茶園 

・茶業に関する歴史的建造物 

③ 宇治に伝わる祭礼の歴史的風致 
・宇治上神社（国宝の本殿、拝殿などを有する） 

・宇治神社（重要文化財の本殿などを有する） 

・白山神社（重要文化財の拝殿などを有する） 

・三角形街区 

④全ての歴史的風致に関連する重要文化的景観選定地 
 

重点区域の具体的な境界設定は、本市の景観施策等と整合・連携を図り、景観計画重点

区域の区域界、特別風致地区や普通風致地区の区域界、まちづくり協議会の活動区域界、

地番界等により定める。 

 

 

面 積： ７１０ ｈａ 
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図４-３ 宇治・白川歴史的風致重点区域における文化財と茶園等の分布状況 

二子山古墳（史） 

中村藤吉家庭園 

上林春松家庭園 

宇治山（名） 
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図４-４ 宇治・白川歴史的風致重点区域の境界設定 



宇治市歴史的風致維持向上計画 
 

 

第 4 章-8 
 

３．重点区域の歴史的風致の維持向上の効果 

 

宇治・白川歴史的風致重点区域は、本市の維持向上すべき歴史的風致が重層的に存在す

る地域である。また本市の各種上位・関連計画等においても、まちづくりにおける中核拠

点としての役割と同時に、多くの市民や来訪者が訪れる歴史・文化の中心的役割が位置付

けられている。 

従って当該区域において、歴史的風致の維持向上の取組として、文化財整備や関連する

施設整備、周辺道路の整備を実施するとともに、ソフト施策を展開していくものとする。 

重点区域において、歴史的風致の維持向上に寄与する施策を重点的かつ一体的に推進す

ることで、多くの市民や来訪者に対して、宇治の歴史・文化の理解が一層深まると期待で

きる。また宇治の歴史・文化を再認識するきっかけを与えるとともに、地域住民自らが歴

史的風致の担い手であるという認識を高め、宇治の個性や魅力を継承するまちづくりの活

性化が期待される。 

更には市域全体にみられる各地域の伝統行事や宇治茶文化に関する歴史的風致の維持向

上への波及効果も期待でき、多くの市民が地域に誇りと愛着を感じることのできる「お茶

と歴史・文化の香るふるさと宇治」の創造へとつながるものである。 
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４．重点区域における良好な景観の形成に関する施策との連携 
 
（１）都市計画法に基づく施策 

本市は、全面積 6,755ha のうち、約 2/3 にあたる 4,654ha（市街化区域 2,224ha、市街化

調整区域 2,430ha）が都市計画区域に指定されている。本計画の重点区域は、宇治橋周辺

が市街化区域、白川地区が市街化調整区域である。本計画の重点区域の市街化区域には高 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４-５ 都市計画における風致地区・高度地区の設定状況 
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度地区や風致地区が指定され、建築物の高さの制限が行われており、今後も引き続き良好

な市街地環境の保全を図っていく。 

 

①高度地区 
本計画の重点区域においては、用途地域に応じてそれぞれ高度地区が設定されている。

特に、商業地域、近隣商業地域・第１種住居地域において、平成 18 年１月に景観保全を目

的に高度地区の変更が行われた。高さ規制が定められていなかった商業地域に対しては、

建築物等の高さを 20ｍ以下に制限する高度地区を指定し、高さ規制 20ｍの近隣商業地域・

第１種住居地域に対しては、15ｍ以下に制限する高度地区を指定した。 

②風致地区 
本計画の重点区域には、特別風致地区（高さ規制 10ｍ）と普通風致地区（宇治風致地区・

三室戸風致地区、高さ規制 15ｍ）があり、建築物や工作物の建築等、又は宅地の造成、そ

の他の行為について必要な規制を行い、良好な住環境を守るとともに、観光資源としての

自然環境も維持に努めている。 

また特別風致地区の範囲は、世界遺産におけるバッファゾーン（緩衝地帯：構成資産の

周辺環境を保護するための範囲）としても位置付けられている。 

③都市計画道路の見直し（取組中） 
本市では、少子高齢化など社会の状況が大きく変化していることから、 将来のまちづく

りに合わせた都市計画道路の見直しを、平成 23 年度中を目処に行っている。 

見直しの際のまちづくり観点の検討課題の１つに、道路整備による歴史資産や景観への

影響を確認することが含まれている。見直し計画素案では、重点区域内の複数路線が計画

廃止の対象となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画廃止 

計画廃止 

整備済 

市が整備内容を検討 

図４-６ 都市計画道路の見直し検討対象の路線 
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（２）自然公園法に基づく施策（琵琶湖国定公園） 
琵琶湖を源とする宇治川を中心に、両岸の山地等を含めた一帯の 883ha が、琵琶湖国定

公園に指定されている。本計画の重点区域には、特別地域（第二種及び第三種）に指定さ

れた区域が含まれている。急峻な地形の山々からなる優れた渓谷美を維持し、適正な利用

を行うために、一定の開発行為等について京都府の許可が必要となっている。 

 

 

図４-７ 国定公園の設定状況 
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（３）景観法に基づく施策（宇治市景観計画） 
本市ではめぐまれた歴史的環境と豊かで美しい自然と調和したふるさと宇治の景観を保

全し、市民とともに快適でうるおいのある景観づくりをすすめていくために、平成 20 年４

月に「宇治市景観計画」を策定している（平成 22 年４月改定）。「宇治市景観計画」では宇

治市全域を「景観計画区域」に位置付け、８つの区域（「世界遺産背景地地区」、「歴史的遺

産周辺地区」、「宇治橋下流地区」、「市南北玄関口地区」、「主要幹線道路沿道地区」、「工業

地区」、「市街地・田園・山麓・山間地区」、「重点区域」）に分けて、それぞれの地域特性に

応じた景観形成に努めることとしている。 

このうち特に景観に配慮すべき景観計画重点区域として、歴史・文化的資源が集積する

中宇治・白川地域が指定されている。景観計画重点区域内は５つの重点地区に区分され、

地域の特性に応じて建築物等の意匠・形態、色彩、緑化などにかかる行為の制限を行って

いる。これら５つの重点地区は、いずれも宇治・白川歴史的風致重点区域に含まれている。 

また景観計画重点区域では、主要な道路を景観形成道路として位置付け、その通りごと

に特色のある景観形成に努めている。 

 

 

表４-１ 重点地区の名称と概要 
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図４-８ 宇治・白川歴史的風致重点区域における景観計画重点区域の設定状況 
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表４-２ 重点地区の景観形成誘導指針 

 



第４章 重点区域の位置及び区域 

 

第 4 章-15 
 

 

 



宇治市歴史的風致維持向上計画 
 

 

第 4 章-16 
 



第４章 重点区域の位置及び区域 

 

第 4 章-17 
 

 

 

 

 



宇治市歴史的風致維持向上計画 
 

 

第 4 章-18 
 

 

 



第４章 重点区域の位置及び区域 

 

第 4 章-19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



宇治市歴史的風致維持向上計画 
 

 

第 4 章-20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４章 重点区域の位置及び区域 

 

第 4 章-21 
 

 

（４）屋外広告物法に基づく施策（宇治市屋外広告物条例） 
宇治市景観計画を遵守し、宇治市らしい良好な景観への誘導を図るため、平成 22 年９月

「宇治市屋外広告物条例」を施行し、市全域で一定規模以上の屋外広告物を新たに表示・

掲出する場合や意匠を変更する場合は、宇治市長の許可が必要となるとともに、条例に違

反した屋外広告物の施工業者に対する措置や違反広告物に対する公表等の指導を強化して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）文化財保護法に基づく施策（重要文化的景観） 
重点区域には、平成 20 年に「宇治の文化的景観」として重要文化的景観に選定された区

域（宇治地区）が含まれている。選定区域内には、文化的景観の重要構成要素として特定

された物件が 13 種類 91 件あり、このうち文化庁への現状変更の届出の対象となる家屋が

10 件含まれており、現状変更等のある場合は事前に宇治市と所有者との協議を要するもの

としている。届出の対象としない重要構成要素についても、文化庁への現状等の報告案件

となるため、事前に所有者が宇治市に対して協議あるいは通知等を行うものとしている。 

現在は、選定済の宇治地区を対象に整備計画の作成に着手しており、保存管理計画で定

めた基本的な考え方のもと、重要構成要素に特定された物件を対象に、所有者等の協力を

得て整備活用の具体的な方策について検討を行っている。 

また本計画の重点区域内である白川地区については、現在保存調査を実施中であり、文

化的景観の範囲の追加拡大を図り、文化財としての保護の対象範囲を広げる計画としてい

る。このように重点区域における歴史的風致を形成する建造物や茶園等の継承は、今後も

文化的景観の保護と一体となって取り組むものとしている。 

 

 

○まちの環境に調和し、まちの景観を害さないものにしてください。 
○広告物は、できる限り小さくし、掲出数を最小限にとどめてください。 
○イルミネーション、ネオンサイン等の照明は、点滅速度を緩やかにし、 

明るすぎないものにしてください。 

図４-９ 屋外広告物の誘導イメージ 
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（６）その他独自条例に基づく施策（宇治市まちづくり・景観条例） 

宇治市では、平成 20 年度に施行した宇治市まちづくり・景観条例において、「地区まち

づくり協議会」の認定制度を定めている。住民主体による、当該地区内の良好な居住環境

の整備および景観の形成を図るための団体を設立し、地区まちづくり協議会として、市長

の認定を受けることができる。 

宇治・白川歴史的風致重点区域においては、平成 20 年に白川地区を活動の対象区域とす

る「白川区まちづくり協議会」が発足・認定されている。白川地区では、良好な景観形成、

金色院跡などの文化財保護や活用、茶業振興等について住民自ら主体的に考え、話し合え

る場を作り、地域主体のまちづくりの活動が行われている。 

 

 

図４-10 重要文化的景観の範囲と景観重要構成要素の位置図 
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 図４-11 白川区まちづくり協議会の活動区域（平成 20 年６月認定） 


